
 

 

 

発信日：2023 年 5 月 15 日 

 

厚生労働省の中央最低賃金審議会は目安制度の在り方に関する全員協議会報告

で目安制度の見直しを発表しました。 

新しいランク区分は今年から導入されます。 

  

 

 

 

2023 年 4 月 7 日 西日本新聞 朝刊 

今回のテーマ「最低賃金の目安制度の見直し」について 

 

手当が多い月と少ない月では受け

取る金額が異なる賃金。どこまでが

最低賃金の計算の範囲？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最低賃金の対象となるのは毎月支払われ

る基本的な賃金なので、最低賃金を計算

する場合には、実際に支払われる賃金か

ら以下の賃金を除外したものが対象とな

ります。 

【最低賃金の対象とならない賃金】 

（1）臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

（2）1 箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
（賞与など） 

（3）所定労働時間を超える時間の労働に対して支
払われる賃金（時間外割増賃金など） 

（4）所定労働日以外の労働に対して支払われる賃
金（休日割増賃金など） 

（5）午後 10 時から午前 5 時までの間の労働に対
して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃
金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など） 

（6）精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

特 設 サ イ ト を ご 覧 く だ さ い ！
https://pc.saiteichingin.info/point/page_poin
t_what.html 
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